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個人情報保護管理規程 
 

（目的） 

第１条 本規程は、「個人情報の保護に関する法律」（平成１５年５月３０日・法律第５７号。以下

「法」という）および「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法

律」（平成２５年５月３１日・法律第２７号。以下「番号法」という。）、「健康保険組合等における

個人情報の適切な取扱いのためのガイダンスについて」（平成２９年４月１４日保発０４１４第１８

号厚生労働省保険局長通知。以下「ガイダンス」という。）、「特定個人情報の適正な取扱いに関する

ガイドライン（事業者編）」（以下「特定個人情報ガイドライン」という。）、「健康保険組合における

個人情報保護の徹底について」（平成１４年１２月２５日保保発第１２２５００１号厚生労働省保険

局保険課長通知。）に基づき、個人情報保護の重要性にかんがみ、ＩＨＩグループ健康保険組合（以

下「当組合」という。）が保有する個人情報の漏えい・滅失またはき損等（以下「漏えい等」とい

う。）を防止し、個人情報保護の徹底を図ることを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 本規程で用いる用語の定義は、本規程で定めがない限り、法及び番号法で定めるところによ

る。 

２．死者に関する情報は、法の対象外であるが、ガイダンスに基づき、死者に関する情報が、同時

に、遺族等の生存する個人に関する情報でもある場合には、当該生存する個人に関する情報とな

る。 

３．前項に関わらず、個人番号を含む死者に関する情報は生存する者に関する情報と同様に取扱うも

のとする。 

 

（個人情報の利用目的の特定と公表等） 

第３条 組合が取得する個人情報の利用目的は、原則としてあらかじめ組合のホームページ等で公表

し、あらかじめ公表していない利用目的で個人情報を取得したときは、速やかにその利用目的を本

人に通知し、または当組合のホームページ等で公表することとする。 

２ 個人情報の利用目的の変更は、前の利用目的と関連性を有すると合理的に認められる範囲で行な

うこととし、利用目的を変更したときは、変更された利用目的について、本人に通知し、または当

組合のホームページで公表することとする。 

 

（個人データの第三者への提供） 

第４条 法第２７条第１項各号に定める場合を除き、あらかじめ被保険者等本人の同意を得ないで、

個人データを第三者に提供してはならない。ただし、同条第５項各号に定める場合において、個人

データの提供を受ける者は第三者に該当しないものとする。 

２．当該個人データが特定個人情報である場合、本人の同意有無にかかわらず、番号法第１９条に定

める場合を除き、提供してはならない。 

３．法第２７条第１項各号または第５項各号に定める場合を除き、個人データを第三者（法第１６条

第２項各号に掲げる者を除く。 次項において同じ。）に提供する場合、様式第１号に定める記録を

作成するとともに、個人データを提供した日から３年間保存しなければならない。 

４．法第２７条第１項各号または第５項各号に定める場合を除き、第三者から個人データの提供を受

ける場合、様式第２号に定める記録を作成するとともに、個人データの提供を受けた日から３年間

保存しなければならない。 
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（個人情報の適正な取得および正確性の確保） 

第５条 偽りその他の不正の手段により個人情報を取得してはならない。また、利用目的の達成に必

要な範囲内において、個人情報を正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。 

２．特定個人情報については、番号法第２０条に定める場合を除き、収集または保管してはならな

い。また、本人または代理人から個人番号の提供を受けるときは、番号法第１６条に定める本人確

認の措置をとらなくてはならない。 

３．法第２０条第２項各号に定める場合を除き、あらかじめ本人の同意を得ないで、要配慮個人情報

を取得してはならない。 

 

（管理組織） 

第６条 個人情報保護に関する管理組織として、個人情報取扱責任者および個人情報保護管理担当者

を設置するものとする。 

２．前項に定めるもののほか、管理組織について必要な事項は、理事会において別に定める。 

 

（個人情報取扱責任者および個人情報保護管理担当者の責務等） 

第７条 個人情報取扱責任者は、常務理事が就任するものとし、個人情報保護の徹底が図られるよ

う、各種安全対策の実施、当組合の役職員等に対する教育訓練、外部委託業者の監督、保有個人デ

ータの開示請求や苦情処理等を適切に行なうなど個人情報保護に関して必要な措置の全般を管理

し、理事長など役員とともに、その責任を負うものとする。 

２．個人情報保護管理担当者は、各グループ長が就任するものとし、個人情報取扱責任者の指揮のも

と、前項に定める個人情報保護に関する必要な措置を実行するものとする。 

 

（守秘義務） 

第８条 役職員等および組合会議員は、業務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職務を退い

た後においても同様とする。 

 

（安全管理措置） 

第９条 個人データの保管場所については常時施錠し、その鍵の管理は、個人情報取扱責任者が行な

うものとする。また、個人情報取扱責任者は第７条に定める安全対策として、個人データの整理お

よび保管状況を把握するとともに、電子計算機および番号法第２条第１項第１４号に定める情報提

供ネットワークシステムへの接続環境の管理を適正に実施するものとする。 

２．前項に定めるもののほか、個人データへの不当なアクセスならびに故意または過失による虚偽入

力、書換えおよび消去を防止するため必要な事項に関しては、理事会において別に定める。 

 

（死者に関する情報の管理） 

第 10条 組合が保有する死者に関する情報は、漏えい等の防止のため、個人データと同等の安全管理

措置を講じる。 

 

（個人データの廃棄および消去） 

第 11条 個人データの廃棄または消去するときは、個人情報取扱責任者の指示に従い、個人データを

読取不可能な状態にしなければならない。 

２．前項に定めるもののほか、個人データの廃棄および消去のため必要な事項に関しては、理事会に

おいて別に定める。 
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（教育訓練） 

第 12条 個人情報取扱責任者は、役職員等の採用および組合会議員の就任にあたり、個人情報保護の

重要性等について理解し遵守の徹底が図られるよう必要な研修、教育を実施するほか、随時、役職

員等および組合会議員に対し、個人情報保護に関して必要な研修、教育を実施する。 

２．前項に定める研修、教育を実施した場合、個人情報取扱責任者または個人情報保護管理担当者

は、実施時期、場所、対象者および内容を記録し保存するものとする。 

 

（委託先の監督） 

第 13条 個人データに関する業務を委託した場合には、委託業務に用いる個人情報の安全管理が図ら

れるよう、委託先に対し、必要かつ適切な監督を行なわなければならない。 

 

（外部委託） 

第 14条 個人データに関する処理は、次の各号に掲げる事項を契約書上に明記することを了承した業

者に限り、外部委託することができる。また、外部委託業者と新たに契約を締結する場合には、第

１条の「保険課長通知」に基づき、理事会に諮り、その承認を得なければならない。ただし、外部

委託業者との契約を締結後、契約書上の内容に変更があった場合は、理事長の承認を得て、報告事

項として取扱うものとする。 

（１）法令、関連通知およびガイダンス（当該個人情報が特定個人情報である場合には、特定個人情

報ガイドラインを含む。）を遵守し、個人情報の保護に万全を期すこと。また、契約期間終了後に

おいても同様であること。 

（２）個人データを、委託業務以外に利用しないこと。 

（３）個人データの漏えい等が生じた場合には、契約を解除すること。 

（４）個人データの漏えい等により損害が生じた場合には、損害賠償を行なうこと。 

（５）組合の個人情報取扱責任者は、随時、委託契約に関する調査を行ない、説明を求めおよび報告

を徴することができること。 

（６）個人情報取扱責任者から問題が指摘された場合には、速やかに必要な措置を行なうこと。 

（７）組合との直接の契約関係（当組合が再委託について許諾している場合を含む。）を伴わない再委

託を行なわないこと。 

 

（保有個人データの開示） 

第 15条 組合が保有する診療報酬明細書、調剤報酬明細書、および訪問看護療養費明細書（以下「レ

セプト」という。）の開示にあたっては、「診療報酬明細書等の被保険者等への開示について」（平成

１７年３月３１日保発第０３３１００９号厚生労働省保険局保険局長通知）に基づき取扱い、レセ

プト開示に係る具体的取扱いについては、当組合の「診療報酬明細書等の開示に係る事務取扱要

領」に則り処理を行なう。 

２．組合のレセプト以外の保有個人データの開示にあたっては、「保有個人データ（診療報酬明細書等

を除く。）の開示・訂正・利用停止等に係る事務取扱要領」に則り処理を行なう。 

 

（保有個人データの訂正および利用停止等） 

第 16条 本人から、法第３４条第１項に定める訂正等を求められた場合、および、法第３５条第１項

に定める利用停止等を求められた場合は、当組合の「保有個人データ（診療報酬明細書等を除く。）

の開示・訂正・利用停止等に係る事務取扱要領」に則り処理を行なう。 
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（個人情報相談窓口の設置） 

第 17条 個人情報の取扱いに関する相談や苦情（以下、「苦情等」という。）の適切な処理を行なうた

め、組合に個人情報相談窓口を設置する。 

２．本人から苦情等の申し出があった場合は、苦情等の内容を調査、確認のうえ個人情報取扱責任者

に報告しなければならない。 

 

（監査） 

第 18条 監事は、個人情報保護の徹底に関して、監査を毎年１回実施する。 

２．前項の監査により、監事から問題点の指摘等があった場合には、個人情報取扱責任者は、速やか

に必要な措置を講じなければならない。 

 

（損害賠償） 

第 19条 故意、または、重大な過失による個人データの漏えい等により、損害を及ぼした者は賠償の

責を負う。 

 

（懲戒） 

第 20条 役職員等が、本規程ならびに関連規程に違反した場合は、就業規則に基づき、懲戒する。 

 

（漏えい等の事故にかかる対策） 

第 21条 組合は個人情報の重要性および秘匿性を十分理解するとともに、漏えい等の事故が発生しな

いよう、その予防対策や事故発生時の対応につきあらかじめ定めるとともに、常時事故防止に努め

なければならない。 

２．漏えい等の事故が発生した場合、組合が定める対応のほか、ガイダンスⅢ６に定める対応ならび

に地方厚生局への報告を速やかに実施するものとする。 

 

  


